
建設業許可の届出を行うボタン 

「大臣知事コード」と「許可番号」を入力後、届出内容に対応するボタンを選択いただくことで、その届出に必要な書類の作成・

確認を行う画面（「申請・届出内容」画面）が開きます。 

 

①「大臣知事コード」を選択後、届出対象の許可番号（半角数字 6 桁）を入力してください 

 

  

 

 

②「許可番号確認」ボタンを押下してください 

 

  

 

 

③許可番号に紐付く建設業者名が表示されます、表示された建設業者名が正しいことをご確認ください 

 

 

 

※「商号名称」が表示されない場合は、誤った「許可番号」を入力した可能性があります 

 

④「許可を受けた後の届出をする」ボタンを押下してください。 

 

 

 

 

 

 

⑤「許可を受けた後の届出選択」画面が開きます。 
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グリッド上の  をクリックすると、グリッド内の表示が変化して、届出内容に対応するボタンが表示されます。 

届出内容に対応する各ボタンを選択いただくことで、必要な書類の作成・確認が可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【最初にご確認ください。】 

上図の各ボタンに対応する「届出区分」は、下表を参照してください。（下線部分をクリックすると、該

当箇所に移動します） 
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経営業務の管理責任者、常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の届出 

 

 

 

 

   

 

  

  

  

 

 

届出の種類 No. 対応するボタン／届出内容 届出期間 

経営業務の管理責任者、常勤役員等及

び当該常勤役員等を直接に補佐する者

の届出 

F1 経管者の追加 

2 週間以内 

F2 経管者の変更 

F3 経管者の削除 

F4 常勤役員／補佐人の追加 

F5 常勤役員／補佐人の変更 

F6 常勤役員／補佐人の削除 

 

営業所技術者等の届出 

   

 

 

  

 

 

 

 

届出の種類 No. 対応するボタン／届出内容 届出期間 

営業所技術者等の届出 

G1 営業所技術者等の担当業種／有資格区分の変更 

2 週間以内 

G2 営業所技術者等の追加／交替に伴う削除 

G3 営業所技術者等が置かれる営業所のみの変更 

G4 営業所技術者等の削除 

 

 

 

  

F1 

F2 

F3 

F4 

F5 

F6 

G1 

G2 

G3 

G4 
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建設業法施行令第 3 条に規定する使用人（支配人、従たる営業所の代表者）の変更の届出 

健康保険等の加入状況の変更の届出 

商号名称、主たる営業所の所在地、資本金額の変更の届出 

法人の代表者、役員、個人の事業主の変更の届出 

 

 

 

  

    

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

届出の種類 No. 対応するボタン／届出内容 届出期間 

建設業法施行令第 3 条に規定する使用

人（支配人、従たる営業所の代表者）

の変更の届出 

H 
建設業法施行令第 3 条に規定する使用人（支配人、従たる営業所の代表者）

の変更 

2 週間以内 

健康保険等の加入状況の変更の届出 I 健康保険等の加入状況の変更 

商号名称、主たる営業所の所在地、資

本金額の変更の届出 
J 

商号名称、主たる営業所の所在地、資本金額の変更の届出 

※資本金額の変更に伴って新たに 5/100 以上の個人株主が発生する場合も含む 

30 日以内 

法人の代表者、役員、個人の事業主の

変更の届出 

K1 
法人の代表者、個人の事業主の変更  ※法人の役員の変更も 

                   同時に届け出ることが可能 

K2 法人の役員の変更  ※申請者が個人の場合は非表示 

 

 

 

 

 

 

  

H 

I 

J 

K1 

K2 
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主たる営業所の営業業種の変更、従たる営業所の届出 

廃業の届出 

事業年度の終了の届出 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

届出の種類 No. 対応するボタン／届出内容 届出期間 

主たる営業所の営業業種の変更、従た

る営業所の届出 

L１ 主たる営業所／従たる営業所の営業業種の変更、従たる営業所の所在地の変更 

30 日以内 

L２ 従たる営業所の新設 

L３ 従たる営業所の廃止 

廃業の届出 

M1 許可を受けている全部の業種の廃業 

M2 許可を受けている一部の業種の廃業 

事業年度の終了の届出 N 事業年度の終了 

事業年度終

了後 

4 ヶ月以内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【注意事項】 

①確認書類の添付 

・                 は、「申請・届出内容」画面にて添付の操作を行ってください。 

・             は、各様式の画面にて添付の操作を行ってください。 

②確認書類の追加 

申請先の行政庁によっては、上記「書類一覧」以外の確認書類の提出が必要になる場合があります。 

このような確認書類は、あらかじめ画面に表示されておりませんので、「申請・届出内容」画面の 

「その他添付ファイル追加」ボタンを使用して、必要なファイルを適宜追加してください。 

③省略可能の確認書類 

申請先の行政庁によっては、上記「書類一覧」にて「省略可能」とした書類の提出を求められる場合があります。 

④作成、添付の必要性 

   「○」印・・・必要書類（ただし、条件によっては不要の場合あり：詳細は備考欄で確認） 

 「△」印・・・場合によって必要な書類（該当する場合又は変更があった場合） 

   「－」印・・・作成・添付不要書類 「×」・・・作成・添付できない書類 

 

申請・届出全体に関する確認書類 

様式に関する確認書類 

L1 

L2 

L3 

N 

M1 

M2 
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２．１．６．建設業許可の届出区分毎に必要な書類一覧 

F1．経管者の追加 

 

 

  

様式番号 様式・書類名 
法
人 

個
人 備考 

第 1号 別紙 1 役員等の一覧表 - -  

第６号 － 誓約書 - -  

第７号 － 常勤役員等（経営業務の管理責任者等）証明書 ○ ○ 【記載例】Ｐ１４１~１４６ 

確認書類 常勤性を証明する資料 ○ ○ ・手引きＰ５２~Ｐ５５参照（申請時） 

確認書類 経験を確認する資料（商業登記簿謄本等） ○ ○ 

・手引きＰ５６~５９を参照 

a.経験の確認 

b.経験期間及びその期間中での常勤性の確認 

確認書類 改姓・改名時の改姓・改名前後の氏名が確認できる資料 △ △ 

・改姓・改名があった場合のみ必須（戸籍抄本等） 

※登記事項証明書で改姓・改名の事実が確認でき

ない場合のみ 

確認書類 申請者以外が証明した証明書原本の写し △ △ ・第三者証明の場合のみ必須 

確認書類 
成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨を確認する資料

（登記されていないことの証明書） 
○ ○ 

手引きＰ４５~４６を参照 

・外国籍の方は①本国名を記載し、通称名を（）書き 

➁生年月日➂住所④本籍を記載 

確認書類 

成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に該当せ

ず、また、破産者で復権を得ないものに該当しない旨の

市町村の長の証明書 

○ ○ 
手引きＰ４５~４６を参照 

・本籍が日本国内の場合 

別紙 常勤役員等（経営業務の管理責任者等）の略歴書 ○ ○ 【記載例】Ｐ１４７ 

第２２号の２ － 変更届出書(第一面) ○ ○ 【記載例】Ｐ２２２～２２４ 

確認書類 営業所の実態を確認する資料 - -  

確認書類 改姓・改名時の改姓・改名前後の氏名が確認できる資料 - -  

建設業許可事

務ガイドライン別

紙６－１ 

－ 
経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって経営業

務を補佐した経験の認定に関する調書 
△ △ 

・該当する場合のみ 

（規則第 7条第 1号イ（２）（３）） 

確認書類 組織図 △ △ ・認定の基礎とした資料として指定した場合 

確認書類 業務分掌規程 △ △ ・認定の基礎とした資料として指定した場合 

確認書類 稟議書 △ △ ・認定の基礎とした資料として指定した場合 

確認書類 定款 △ △ ・認定の基礎とした資料として指定した場合 

確認書類 執行役員規程 △ △ ・認定の基礎とした資料として指定した場合 

確認書類 執行役員職務分掌規程 △ △ ・認定の基礎とした資料として指定した場合 

確認書類 取締役会規則 △ △ ・認定の基礎とした資料として指定した場合 

確認書類 取締役就業規則 △ △ ・認定の基礎とした資料として指定した場合 

確認書類 取締役会の議事録 △ △ ・認定の基礎とした資料として指定した場合 

確認書類 人事発令書 △ △ ・認定の基礎とした資料として指定した場合 

確認書類 その他 △ △ ・認定の基礎とした資料として指定した場合 

6



F2．経管者の変更 

※経管者の変更に伴い、「新たに」法人の役員が追加・変更される場合は、 

K1 法人の代表者、個人の事業主の変更若しくは K2 法人の役員の変更の提出も併せて必要です。 

 

 

 

 

 様式・書類名 
法
人 

個
人 備考 

第 1号 別紙 1 役員等の一覧表 - -  

第６号 － 誓約書 - -  

第７号 

 

－ 常勤役員等（経営業務の管理責任者等）証明書 ○ ○ 【記載例】Ｐ１４１~１４６ 

確認書類 常勤性を証明する資料 ○ ○ ・手引きＰ５２~Ｐ５５参照（申請時） 

確認書類 経験を確認する資料（商業登記簿謄本等） ○ ○ 

・手引きＰ５６~５９を参照 

a.経験の確認 

b.経験期間及びその期間中での常勤性の確認 

確認書類 改姓・改名時の改姓・改名前後の氏名が確認できる資料 △ △ 

・改姓・改名があった場合のみ必須（戸籍抄本等） 

※登記事項証明書で改姓・改名の事実が確認でき

ない場合のみ 

確認書類 申請者以外が証明した証明書原本の写し △ △ ・第三者証明の場合のみ必須 

確認書類 
成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨を確認する資料

（登記されていないことの証明書） 
○ ○ 

手引きＰ４５~４６を参照 

・外国籍の方は①本国名を記載し、通称名を（）書き

➁生年月日➂住所④本籍を記載 

確認書類 

成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に該当せ

ず、また、破産者で復権を得ないものに該当しない旨の

市町村の長の証明書 

○ ○ 
手引きＰ４５~４６を参照 

・本籍が日本国内の場合 

別紙 常勤役員等（経営業務の管理責任者等）の略歴書 ○ ○ 【記載例】Ｐ１４７ 

第２２号の２ － 変更届出書(第一面) ○ ○ 【記載例】Ｐ２２２~２２４ 

確認書類 営業所の実態を確認する資料 - -  

確認書類 改姓・改名時の改姓・改名前後の氏名が確認できる資料 - -  

建設業許可事

務ガイドライン別

紙６－１ 

－ 
経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって経営業

務を補佐した経験の認定に関する調書 
△ △ 

・該当する場合のみ 

（規則第 7条第 1号イ（２）（３）） 

確認書類 組織図 △ △ ・認定の基礎とした資料として指定した場合 

確認書類 業務分掌規程 △ △ ・認定の基礎とした資料として指定した場合 

確認書類 稟議書 △ △ ・認定の基礎とした資料として指定した場合 

確認書類 定款 △ △ ・認定の基礎とした資料として指定した場合 

確認書類 執行役員規程 △ △ ・認定の基礎とした資料として指定した場合 

確認書類 執行役員職務分掌規程 △ △ ・認定の基礎とした資料として指定した場合 

確認書類 取締役会規則 △ △ ・認定の基礎とした資料として指定した場合 

確認書類 取締役就業規則 △ △ ・認定の基礎とした資料として指定した場合 

確認書類 取締役会の議事録 △ △ ・認定の基礎とした資料として指定した場合 

確認書類 人事発令書 △ △ ・認定の基礎とした資料として指定した場合 

確認書類 その他 △ △ ・認定の基礎とした資料として指定した場合 
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F3．経管者の削除 

 

F4．常勤役員／補佐人の追加 

様式番号 様式・書類名 
法
人 

個
人 備考 

第２２号の３ － 届出書 ○ ○ 【記載例】Ｐ２２７ 

その他 確認書類 変更届出書(第一面) ○ ○ 【記載例】Ｐ２２２~２２４ 

様式番号 様式・書類名 
法
人 

個
人 備考 

第 1号 別紙 1 役員等の一覧表 - -  

第６号 － 誓約書 - -  

第７号の２ 
－ 

常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する

者の証明書 

○ ○ 【記載例】Ｐ１４８、Ｐ１５０~１５４ 

確認書類 常勤性を証明する資料 ○ ○ ・手引きＰ５２~５５を参照（申請時） 

確認書類 経験を確認する資料（商業登記簿謄本等） ○ ○ ・手引きＰ６０~Ｐ６２参照 

確認書類 改姓・改名時の改姓・改名前後の氏名が確認できる資料 △ △ 

・改姓・改名があった場合のみ必須（戸籍抄本等） 

※登記事項証明書で改姓・改名の事実が確認でき

ない場合のみ 

確認書類 申請者以外が証明した証明書原本の写し △ △ ・第三者証明の場合のみ必須 

別紙１ 常勤役員等の略歴書 ○ ○ 【記載例】Ｐ１４９ 

別紙２ 常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書 ○ ○ 【記載例】Ｐ１５５ 

第２２号の２ － 変更届出書(第一面) ○ ○ 【記載例】Ｐ２２２~２２４ 

確認書類 営業所の実態を確認する資料 - -  

確認書類 改姓・改名時の改姓・改名前後の氏名が確認できる資料 - -  

建設業許可事

務ガイドライン別

紙６－２ 

－ 
常勤役員等が有する業務経験の認定に関する調書 

△ △ 
・該当する場合のみ 

（規則第 7条第 1号ロ（１）） 

確認書類 組織図 △ △ ・認定の基礎とした資料として指定した場合 

確認書類 業務分掌規程 △ △ ・認定の基礎とした資料として指定した場合 

確認書類 稟議書 △ △ ・認定の基礎とした資料として指定した場合 

確認書類 定款 △ △ ・認定の基礎とした資料として指定した場合 

確認書類 執行役員規程 △ △ ・認定の基礎とした資料として指定した場合 

確認書類 執行役員職務分掌規程 △ △ ・認定の基礎とした資料として指定した場合 

確認書類 取締役会規則 △ △ ・認定の基礎とした資料として指定した場合 

確認書類 取締役就業規則 △ △ ・認定の基礎とした資料として指定した場合 

確認書類 取締役会の議事録 △ △ ・認定の基礎とした資料として指定した場合 

確認書類 人事発令書 △ △ ・認定の基礎とした資料として指定した場合 

確認書類 その他 △ △ ・認定の基礎とした資料として指定した場合 

建設業許可事

務ガイドライン別

紙６－３ 

－ 
常勤役員等を直接に補佐する者が有する業務経験の

認定に関する調書 
△ △ 

・該当する場合のみ 

（規則第 7条第 1号ロ（２）） 

確認書類 組織図 △ △ ・認定の基礎とした資料として指定した場合 

確認書類 業務分掌規程 △ △ ・認定の基礎とした資料として指定した場合 
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F5．常勤役員／補佐人の変更 

確認書類 稟議書 △ △ ・認定の基礎とした資料として指定した場合 

確認書類 定款 △ △ ・認定の基礎とした資料として指定した場合 

確認書類 執行役員規程 △ △ ・認定の基礎とした資料として指定した場合 

確認書類 執行役員職務分掌規程 △ △ ・認定の基礎とした資料として指定した場合 

確認書類 取締役会規則 △ △ ・認定の基礎とした資料として指定した場合 

確認書類 取締役就業規則 △ △ ・認定の基礎とした資料として指定した場合 

確認書類 取締役会の議事録 △ △ ・認定の基礎とした資料として指定した場合 

確認書類 人事発令書 △ △ ・認定の基礎とした資料として指定した場合 

確認書類 その他 △ △ ・認定の基礎とした資料として指定した場合 

様式番号 様式・書類名 
法
人 

個
人 備考 

第 1号 別紙 1 役員等の一覧表 - -  

第６号 － 誓約書 - -  

第７号の２ 

 

 

－ 
常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する

者の証明書 

○ ○ 【記載例】Ｐ１４８、Ｐ１５０~１５４ 

確認書類 常勤性を証明する資料 ○ ○ ・手引きＰ５２~Ｐ５５参照（申請時） 

確認書類 経験を確認する資料（商業登記簿謄本等） ○ ○ ・手引きＰ６０~Ｐ６２参照 

確認書類 改姓・改名時の改姓・改名前後の氏名が確認できる資料 △ △ 

・改姓・改名があった場合のみ必須（戸籍抄本等） 

※登記事項証明書で改姓・改名の事実が確認でき

ない場合のみ 

確認書類 申請者以外が証明した証明書原本の写し △ △ ・第三者証明の場合のみ必須 

別紙１ 常勤役員等の略歴書 ○ ○ 【記載例】Ｐ１４９ 

別紙２ 常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書 ○ ○ 【記載例】Ｐ１５５ 

第２２号の２ － 変更届出書(第一面) ○ ○ 【記載例】Ｐ２２２~２２４ 

確認書類 営業所の実態を確認する資料 - -  

確認書類 改姓・改名時の改姓・改名前後の氏名が確認できる資料 - -  

建設業許可事

務ガイドライン別

紙６－２ 

－ 
常勤役員等が有する業務経験の認定に関する調書 

△ △ 
・該当する場合のみ 

（規則第 7条第 1号ロ（１）） 

確認書類 組織図 △ △ ・認定の基礎とした資料として指定した場合 

確認書類 業務分掌規程 △ △ ・認定の基礎とした資料として指定した場合 

確認書類 稟議書 △ △ ・認定の基礎とした資料として指定した場合 

確認書類 定款 △ △ ・認定の基礎とした資料として指定した場合 

確認書類 執行役員規程 △ △ ・認定の基礎とした資料として指定した場合 

確認書類 執行役員職務分掌規程 △ △ ・認定の基礎とした資料として指定した場合 

確認書類 取締役会規則 △ △ ・認定の基礎とした資料として指定した場合 

確認書類 取締役就業規則 △ △ ・認定の基礎とした資料として指定した場合 

確認書類 取締役会の議事録 △ △ ・認定の基礎とした資料として指定した場合 

確認書類 人事発令書 △ △ ・認定の基礎とした資料として指定した場合 

確認書類 その他 △ △ ・認定の基礎とした資料として指定した場合 
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F6．常勤役員／補佐人の削除 

 

G1．営業所技術者等の担当業種／有資格区分の変更 

建設業許可事

務ガイドライン別

紙６－３ 

－ 

常勤役員等を直接に補佐する者が有する業務経験の

認定に関する調書 △ △ 
・該当する場合のみ 

（規則第 7条第 1号ロ（２）） 

確認書類 組織図 △ △ ・認定の基礎とした資料として指定した場合 

確認書類 業務分掌規程 △ △ ・認定の基礎とした資料として指定した場合 

確認書類 稟議書 △ △ ・認定の基礎とした資料として指定した場合 

確認書類 定款 △ △ ・認定の基礎とした資料として指定した場合 

確認書類 執行役員規程 △ △ ・認定の基礎とした資料として指定した場合 

確認書類 執行役員職務分掌規程 △ △ ・認定の基礎とした資料として指定した場合 

確認書類 取締役会規則 △ △ ・認定の基礎とした資料として指定した場合 

確認書類 取締役就業規則 △ △ ・認定の基礎とした資料として指定した場合 

確認書類 取締役会の議事録 △ △ ・認定の基礎とした資料として指定した場合 

確認書類 人事発令書 △ △ ・認定の基礎とした資料として指定した場合 

確認書類 その他 △ △ ・認定の基礎とした資料として指定した場合 

様式番号 様式・書類名 
法
人 

個
人 備考 

第７号の２ 
－ 

常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する

者の証明書 
○ ○ 【記載例】Ｐ１４８、Ｐ１５０~１５４ 

確認書類 常勤性を証明する資料 - -  

確認書類 改姓・改名時の改姓・改名前後の氏名が確認できる資料 - -  

確認書類 申請者以外が証明した証明書原本の写し - -  

第２２号の２ － 変更届出書(第一面) ○ ○ 【記載例】Ｐ２２２~２２４ 

確認書類 営業所の実態を確認する資料 - -  

確認書類 改姓・改名時の改姓・改名前後の氏名が確認できる資料 - -  

様式番号 様式・書類名 
法
人 

個
人 備考 

第８号 － 営業所技術者等証明書(新規・変更) ○ ○ 【記載例】Ｐ１５９ 

確認書類 常勤性を証明する資料 - -  

確認書類 有資格区分を証明する資料 △ △ 

・手引きＰ６６~Ｐ６９参照 

・技術検定合格番号の確認がシステム上で可 

能な場合は省略可 

・実務経験の確認が必要な場合は、契約書等の実

績確認書類に加え、実務経験期間中の在籍確認

書類も含む 

確認書類 改姓・改名時の改姓・改名前後の氏名が確認できる資料 - -  

第９号 
－ 実務経験証明書 △ △ 

【記載例】Ｐ１６３ 

・実務経験が必要な資格の場合のみ必須 
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G2．営業所技術者等の追加／交替に伴う削除 

 

G3．営業所技術者等が置かれる営業所のみの変更 

（実務経験を確認する資料は、様式第８号

の「有資格区分を証明する資料」に添付） 

確認書類 申請者以外が証明した証明書原本の写し △ △ ・第三者証明の場合のみ必須 

第１０号 
－ 指導監督的実務経験証明書 △ △ 

【記載例】Ｐ１６４ 

・経験が必要な資格の場合のみ必須 

確認書類 実務経験を確認する資料 △ △ 同上 

確認書類 申請者以外が証明した証明書原本の写し △ △ ・第三者証明の場合のみ必須 

第２２号の２ － 変更届出書(第一面) ○ ○ 【記載例】Ｐ２２２~２２４ 

確認書類 営業所の実態を確認する資料 - -  

確認書類 改姓・改名時の改姓・改名前後の氏名が確認できる資料 - -  

その他 確認書類 営業所技術者等一覧表（別紙４） ○ ○ 【記載例】Ｐ１２７ 

様式番号 様式・書類名 
法
人 

個
人 備考 

第８号 － 営業所技術者等証明書(新規・変更) ○ ○ 【記載例】Ｐ１６０、１６１ 

確認書類 常勤性を証明する資料 ○ ○ 
・営業所技術者等の追加の場合のみ 

・手引きＰ５２~Ｐ５５参照（申請時） 

確認書類 有資格区分を証明する資料 △ △ 

・手引きＰ６６~Ｐ７１参照 

・営業所技術者等の追加の場合、 

 かつ検定合格番号の確認ができない場合 

・実務経験の確認が必要な場合 

（実務経験期間中の在籍確認書類も含む） 

確認書類 改姓・改名時の改姓・改名前後の氏名が確認できる資料 △ △ ・改姓・改名があった場合のみ必須（戸籍抄本等） 

第９号 

－ 実務経験証明書 △ △ 

【記載例】Ｐ１６３ 

・営業所技術者等の追加の場合、かつ経験が

必要な資格の場合のみ必須 

（実務経験を確認する資料は、様式第８号

の「有資格区分を証明する資料」に添付） 

確認書類 申請者以外が証明した証明書原本の写し △ △ ・第三者証明の場合のみ必須 

第１０号 
－ 指導監督的実務経験証明書 △ △ 

【記載例】Ｐ１６４ 

・営業所技術者等の追加の場合、かつ経験が

必要な資格の場合のみ必須 

確認書類 実務経験を確認する資料 △ △ 指定学科の場合は卒業証明書等も必要 

確認書類 申請者以外が証明した証明書原本の写し △ △ ・第三者証明の場合のみ必須 

第２２号の２ － 変更届出書(第一面) ○ ○ 【記載例】Ｐ２２２~２２４ 

確認書類 営業所の実態を確認する資料 － －  

確認書類 改姓・改名時の改姓・改名前後の氏名が確認できる資料 － －  

その他 確認書類 営業所技術者等一覧表（別紙４） ○ ○ 【記載例】Ｐ１２７ 

様式番号 様式・書類名 
法
人 

個
人 備考 

第８号 － 営業所技術者等証明書(新規・変更) ○ ○  

確認書類 常勤性を証明する資料 - -  
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G4．営業所技術者等の削除 

（営業所技術者等の交代に伴う削除の場合は、G2．営業所技術者等の追加／交替に伴う削除 ） 

 

H．建設業法施行令第 3 条に規定する使用人（支配人、従たる営業所の代表者）の変更 

 

確認書類 有資格区分を証明する資料 - -  

確認書類 改姓・改名時の改姓・改名前後の氏名が確認できる資料 - -  

第２２号の２ － 変更届出書(第一面) ○ ○ 【記載例】Ｐ２２２~２２４ 

確認書類 営業所の実態を確認する資料 - -  

確認書類 改姓・改名時の改姓・改名前後の氏名が確認できる資料 - -  

その他 確認書類 営業所技術者等一覧表（別紙４） ○ ○ 【記載例】Ｐ１２７ 

様式番号 様式・書類名 
法
人 

個
人 備考 

第２２号の３ － 届出書 ○ ○ 【記載例】Ｐ２３５ 

その他 確認書類 変更届出書（様式22号の 2：第２面省略可） ○ ○ 【記載例】Ｐ２２２~２２４ 

その他 確認書類 営業所技術者等一覧表（別紙４） ○ ○ 【記載例】Ｐ１２７ 

様式番号 様式・書類名 
法
人 

個
人 備考 

第 1号 別紙 1 役員等の一覧表 - -  

第６号 － 誓約書 ○ ○ 【記載例】Ｐ１３９ 

第１１号 － 建設業法施行令第 3条に規定する使用人の一覧表 ○ ○ 【記載例】Ｐ１６５ 

第１３号 － 

建設業法施行令第 3条に規定する使用人の住所、

生年月日等に関する調書 

△ △ 

【記載例】Ｐ１６６ 

・該当者がいる場合必須 

（役員等を兼ねている者、個人事業主で支配人

（令 3条の規定する使用人）を経営業務の管

理責任者等にする場合は不要） 

確認書類 
成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨を確認する資料

（登記されていないことの証明書） 
△ △ 

・手引きＰ４５~４６を参照 

・第１３号に記載した者の「登記されていない

ことの証明書」を添付 

・該当者がいる場合必須 

・外国籍の方は①本国名を記載し、通称名を

（）書き➁生年月日➂住所④本籍を記載 

確認書類 

成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に該当せ

ず、また、破産者で復権を得ないものに該当しない旨の

市町村の長の証明書 

△ △ 

・手引きＰ４５~４６を参照 

・該当者がいる場合必須 

・本籍が日本国内の場合 

第２２号の２ － 変更届出書(第一面) ○ ○ 【記載例】Ｐ２２２~２２４ 

確認書類 営業所の実態を確認する資料 － －  

確認書類 改姓・改名時の改姓・改名前後の氏名が確認できる資料 － －  

その他 確認書類 
建設業法施行令第 3 条に規定する使用人としての身

分を証明する資料（登記事項証明書等） 
－ －  
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I．健康保険等の加入状況の変更 

（保険加入の記載事項に変更が生じた場合で従業員数のみの変更は、Ｎ 事業年度の終了 ） 

 

J．商号名称、主たる営業所の所在地、資本金額の変更 

※資本金額の変更に伴い、「新たに」5/100 以上の個人株主が発生する場合も含む。  

様式番号 様式・書類名 
法
人 

個
人 備考 

第７号の３ － 健康保険等の加入状況 ○ ○ 【記載例】Ｐ１５７ 

確認書類 
健康保険及び厚生年金保険の加入状況を証明する

資料 
○ ○ 

手引きＰ４７を参照 

※適用事業者（健康保険は適用除外の承

認が行われ、厚生年金は適用されている場合

も含む）の場合 

確認書類 雇用保険の加入状況を証明する資料 ○ ○ 
手引きＰ４７を参照 

※加入有の場合 

その他 確認書類 変更届出書（別紙８：事業年度終了用のもの） ○ ○ 【記載例】Ｐ２２２~２２４ 

様式番号 様式・書類名 
法
人 

個
人 備考 

第 1号 

別紙１ 役員等の一覧表 △ × 

【記載例】Ｐ１２２ 

・該当する場合のみ（「資本金額の変更」） 

※資本金額の変更に伴い、新たに 5/100以上の個人株 

主が発生する場合 

第６号 － 

誓約書 △ - 

【記載例】Ｐ１３９ 

・該当する場合のみ（「資本金額の変更」） 

※資本金額の変更に伴い、新たに 5/100以上の個人株 

主が発生する場合 

第１２号 － 

許可申請者の住所、生年月日等に関する調書 △ - 

【記載例】Ｐ１６６ 

・該当する場合のみ（「資本金額の変更」） 

※資本金額の変更に伴い、新たに 5/100以上の個人株 

主が発生する場合 

確認書類 
成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨を確認する資料

（登記されていないことの証明書） 
- -  

確認書類 

成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に該当せ

ず、また、破産者で復権を得ないものに該当しない旨の

市町村の長の証明書 

- -  

第１４号 

－ 株主(出資者)調書 △ － 

【記載例】Ｐ１６８ 

・該当する場合のみ（「資本金額の変更」、

「個人→株式会社への変更」） 

第２２号の２ － 変更届出書(第一面) ○ ○ 【記載例】Ｐ２２２~２２４ 

確認書類 営業所の実態を確認する資料 △ △ 

・該当する場合のみ（「主たる営業所の所在

地」の変更） 

・手引きＰ７２~７５ 

確認書類 改姓・改名時の改姓・改名前後の氏名が確認できる資料 － －  
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K1．法人の代表者、個人の事業主の変更 

 

K2．法人の役員の変更 

その他 

確認書類 登記事項証明書 △ △ 
・該当する場合のみ 

（個人及び変更なしの場合は不要） 

確認書類 営業の沿革（様式第 20 号） △ △ 
【記載例】Ｐ１９８~２０１ 

・該当する場合のみ（「商号名称」の変更） 

様式番号 様式・書類名 
法
人 

個
人 備考 

第 1号 別紙１ 役員等の一覧表 ○ × 【記載例】Ｐ１２２ 

第６号 － 
誓約書 ○ ○ 

【記載例】Ｐ１３９ 

・新たに役員等、支配人となった者がある場合 

第１２号 － 

許可申請者の住所、生年月日等に関する調書 △ △ 

・【記載例】Ｐ１６６ 

・該当する場合のみ 

※役職変更（取締役↔代表取締役等）の

のみの場合は提出不要 

確認書類 
成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨を確認する資料

（登記されていないことの証明書） 
△ △ 

・手引きＰ４５~４６を参照 

・第１２号に記載した者の「登記されていないこ

との証明書」を添付 

・外国籍の方は①本国名を記載し、通称名を（）書き

➁生年月日➂住所④本籍を記載 

・株主、顧問、相談役の方は提出不要 

確認書類 

成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に該当せ

ず、また、破産者で復権を得ないものに該当しない旨の

市町村の長の証明書 

△ △ 

・手引きＰ４５、４６を参照 

・本籍が日本国内の場合 

・株主、顧問、相談役、外国籍の方は提出不

要 

第１４号 

－ 株主(出資者)調書 △ - 

【記載例】Ｐ１６８ 

・資本金額の変更を伴わない株主（総株主

の議決権の 5/100 以上を有する）の変更

がある場合 

第２２号の２ － 変更届出書(第一面) ○ ○ 【記載例】Ｐ２２２~２２４ 

確認書類 営業所の実態を確認する資料 - -  

確認書類 改姓・改名時の改姓・改名前後の氏名が確認できる資料 △ △ 

・改姓・改名があった場合のみ必須（戸籍抄本等） 

※登記事項証明書で改姓・改名の事実が確認でき

ない場合のみ 

その他 確認書類 登記事項証明書 ○ ○  

様式番号 様式・書類名 
法
人 

個
人 備考 

第 1号 別紙１ 役員等の一覧表 ○ - 【記載例】Ｐ１２２ 

第６号 － 
誓約書 ○ - 

【記載例】Ｐ１３９ 

・新たに役員等、支配人となった者がある場合 

第１２号 － 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書 △ - 【記載例】Ｐ１６６ 
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L1．主たる営業所／従たる営業所の営業業種の変更、従たる営業所の所在地の変更 

※営業業種の変更については、許可を受けた業種の範囲内での変更の場合に限る 

・新たに役員等、支配人となった者がある場合

のみ（退任は不要） 

確認書類 
成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨を確認する資料

（登記されていないことの証明書） 
△ - 

・手引きＰ４５~４６を参照 

・第１２号に記載した者の「登記されていないこ

との証明書」を添付 

・外国籍の方は①本国名を記載し、通称名を（）書き

➁生年月日➂住所④本籍を記載 

・株主、顧問、相談役の方は提出不要 

確認書類 

成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に該当せ

ず、また、破産者で復権を得ないものに該当しない旨の

市町村の長の証明書 

△ - 

・手引きＰ４５、４６を参照 

・本籍が日本国内の場合 

・株主、顧問、相談役、外国籍の方は提出不要 

第１４号 
－ 株主(出資者)調書 ○ - 

【記載例】Ｐ１６８ 

・資本金額の変更を伴わない株主の変更があ

る場合 

第２２号の２ － 変更届出書(第一面) ○ - 【記載例】Ｐ２２２~２２４ 

確認書類 営業所の実態を確認する資料 - -  

確認書類 改姓・改名時の改姓・改名前後の氏名が確認できる資料 △ - 

・改姓・改名があった場合のみ必須（戸籍抄本等） 

※登記事項証明書で改姓・改名の事実が確認でき

ない場合のみ 

その他 確認書類 登記事項証明書 ○ -  

様式番号 様式・書類名 
法
人 

個
人 備考 

第８号 
－ 営業所技術者等証明書(新規・変更) ○ ○ 

・【記載例】Ｐ１６０、１６１ 

営業業種の変更の場合のみ必須 

確認書類 常勤性を証明する資料 ○ ○ ・手引きＰ５２~Ｐ５５参照（申請時） 

確認書類 有資格区分を証明する資料 △ △ 

・手引きＰ６６~Ｐ７１参照 

・技術検定合格番号の確認がシステム上で可 

能な場合は省略可 

・実務経験の確認が必要な場合は、契約書等の実

績確認書類に加え、実務経験期間中の在籍確認

書類も含む 

確認書類 改姓・改名時の改姓・改名前後の氏名が確認できる資料 - -  

第９号 

－ 実務経験証明書 △ △ 

【記載例】Ｐ１６３ 

・経験が必要な資格の場合のみ必須 

（実務経験を確認する資料は、様式第８号

の「有資格区分を証明する資料」に添付） 

確認書類 申請者以外が証明した証明書原本の写し △ △ ・第三者証明の場合のみ必須 

第１０号 
－ 指導監督的実務経験証明書 △ △ 

【記載例】Ｐ１６４ 

・経験が必要な資格の場合のみ必須 

確認書類 実務経験を確認する資料 △ △  

確認書類 申請者以外が証明した証明書原本の写し △ △ ・第三者証明の場合のみ必須 
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※市町村合併や区画整理等に伴う所在地変更(住居表示の変更）の場合も届出が必要。 

変更届出書の備考欄に変更理由を記載し、変更内容が確認できる資料を添付してください。なお、確認書類は省略可能。 

 

L2．従たる営業所の新設 

第２２号の２ － 変更届出書(第一面) ○ ○  

確認書類 営業所の実態を確認する資料 ○ ○ 
・手引きＰ７２~７５ 

・従たる営業所の所在地の変更のみ 

確認書類 改姓・改名時の改姓・改名前後の氏名が確認できる資料 - -  

－ 変更届出書(第二面) ○ ○  

確認書類 営業所の実態を確認する資料 - -  

その他 確認書類 登記事項証明書 △ - 
・該当する場合のみ（個人及び変更なしの場

合は不要） 

その他 確認書類 営業所技術者等一覧表（別紙４） △ △ 

【記載例】Ｐ１２７ 

・該当する場合のみ（主たる営業所／従たる

営業所の営業業種の変更） 

様式番号 様式・書類名 
法
人 

個
人 備考 

第 1号 別紙１ 役員等の一覧表 ー -  

第６号 － 誓約書 ○ ○ 【記載例】Ｐ１３９ 

第８号 － 営業所技術者等証明書(新規・変更) ○ ○ 【記載例】Ｐ１６０、１６１ 

確認書類 常勤性を証明する資料 ○ ○ ・手引きＰ５２~Ｐ５５参照（申請時） 

確認書類 有資格区分を証明する資料 △ △ 

・手引きＰ６６~Ｐ７１参照 

・技術検定合格番号の確認がシステム上で可 

能な場合は省略可 

・実務経験の確認が必要な場合は、契約書等の実

績確認書類に加え、実務経験期間中の在籍確認

書類も含む 

確認書類 改姓・改名時の改姓・改名前後の氏名が確認できる資料 - -  

第９号 

－ 実務経験証明書 △ △ 

【記載例】Ｐ１６３ 

・経験が必要な資格の場合のみ必須 

（実務経験を確認する資料は、様式第８号

の「有資格区分を証明する資料」に添付） 

確認書類 申請者以外が証明した証明書原本の写し △ △ ・第三者証明の場合のみ必須 

第１０号 
－ 指導監督的実務経験証明書 △ △ 

【記載例】Ｐ１６４ 

・経験が必要な資格の場合のみ必須 

確認書類 実務経験を確認する資料 △ △  

確認書類 申請者以外が証明した証明書原本の写し △ △ ・第三者証明の場合のみ必須 

第１１号 － 建設業法施行令第 3条に規定する使用人の一覧表 ○ ○ 【記載例】Ｐ１６５ 

第１３号 
－ 

建設業法施行令第 3条に規定する使用人の住所、

生年月日等に関する調書 
○ ○ 【記載例】Ｐ１６７ 

確認書類 
成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨を確認する資料

（登記されていないことの証明書） 
○ ○  
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※I．健康保険等の加入状況の変更も同時に提出。 

※既存の営業所からの移籍を伴う場合は、 

H．建設業法施行令第 3 条に規定する使用人（支配人、従たる営業所の代表者）の変更の届出、や G３．営業所技術者等が置か

れる営業所のみの変更も同時に提出。 

 

L3．従たる営業所の廃止 

※I．健康保険等の加入状況の変更も同時に提出。 

※他の営業所への移籍を伴う場合は、 

H．建設業法施行令第 3 条に規定する使用人（支配人、従たる営業所の代表者）の変更の届出、や G３．営業所技術者等が置かれ

る営業所のみの変更も同時に提出。 

確認書類 

成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に該当せ

ず、また、破産者で復権を得ないものに該当しない旨の

市町村の長の証明書 

○ ○ 
・本籍が日本国内の場合 

（外国籍の方は不要） 

第２２号の２ － 変更届出書(第一面) ○ ○ 【記載例】Ｐ２２２~２２４ 

確認書類 営業所の実態を確認する資料 ○ ○ 詳細は手引Ｐ７２~７５ 

確認書類 改姓・改名時の改姓・改名前後の氏名が確認できる資料 - -  

－ 変更届出書(第二面) ○ ○ 【記載例】Ｐ２２５ 

確認書類 営業所の実態を確認する資料 - -  

その他 

確認書類 登記事項証明書 - -  

確認書類 営業所技術者等一覧表（別紙四） ○ ○ 【記載例】Ｐ１２７ 

確認書類 使用人数（様式４号） ○ ○ 【記載例】Ｐ１３８ 

様式番号 様式・書類名 
法
人 

個
人 備考 

第８号 

－ 営業所技術者等証明書(新規・変更) ○ ○ 

【記載例】Ｐ１６０、１６１ 

※廃止に伴い所属する営業所を変更し引き

続き営業所技術者等となる者の場合のみ 

確認書類 常勤性を証明する資料 - -  

確認書類 有資格区分を証明する資料 - -  

確認書類 改姓・改名時の改姓・改名前後の氏名が確認できる資料 - -  

第１１号 

－ 建設業法施行令第 3条に規定する使用人の一覧表 ○ ○ 

※廃止により該当する者が一人もいなくなる場

合は不要ですが、空白の PDF ファイルの

添付が必要 

第２２号の２ － 変更届出書(第一面) ○ ○ 【記載例】Ｐ２２２~２２４ 

確認書類 営業所の実態を確認する資料 - -  

確認書類 改姓・改名時の改姓・改名前後の氏名が確認できる資料 - -  

－ 変更届出書(第二面) ○ ○ 【記載例】Ｐ２２５ 

確認書類 営業所の実態を確認する資料 - -  

第２２号の３ 

－ 

届出書 

○ ○ 

【記載例】Ｐ２３５ 

※廃止により営業所技術者が不要となった場

合のみ 

その他 確認書類 営業所技術者等一覧表（別紙４） ○ ○ 【記載例】Ｐ１２７ 
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※般・特新規、業種追加の許可取得後に、営業する業種がないため廃止する営業所がある場合は、許可取得後に営業所廃止の届出

が必要。（変更年月日は許可年月日と同じになる。） 

 

M1．許可を受けている全部の業種の廃業 

 

M2．許可を受けている一部の業種の廃業 

※L１．主たる営業所／従たる営業所の営業業種の変更、従たる営業所の所在地の変更又は L３．従たる営業所の廃止も同時に提出。 

※該当する場合は、G４．営業所技術者等の削除も同時に提出。 

 

N．事業年度の終了 

※使用人数の変更、令３条の使用人の一覧に変更があったとき、定款の変更、健康保険の加入状況の変更も含む 

様式番号 様式・書類名 
法
人 

個
人 備考 

第２２号の４ － 廃業届 ○ ○ 【記載例】Ｐ２３６ 

確認書類 届出人の身分等が確認できる資料 △ △ ・省略可能（必要に応じて求めることもある） 

様式番号 様式・書類名 
法
人 

個
人 備考 

第８号 

－ 営業所技術者等証明書(新規・変更) ○ ○ 

【記載例】Ｐ１６０．１６１ 

・該当する場合のみ 

（営業所技術者の交代等に伴う削除の場合） 

確認書類 常勤性を証明する資料 ○ ○ ・省略可能 

確認書類 有資格区分を証明する資料 ○ ○ ・省略可能 

確認書類 改姓・改名時の改姓・改名前後の氏名が確認できる資料 ○ ○ ・省略可能 

第１１号 － 建設業法施行令第 3条に規定する使用人の一覧表 ○ ○ ・省略可能 

第２２号の２ － 変更届出書(第一面) ○ ○ 【記載例】Ｐ２２２~２２４ 

確認書類 営業所の実態を確認する資料 - -  

確認書類 改姓・改名時の改姓・改名前後の氏名が確認できる資料 - -  

－ 変更届出書(第二面) ○ ○ 【記載例】Ｐ２２５ 

確認書類 営業所の実態を確認する資料 - -  

第２２号の３ － 届出書 ○ ○ 【記載例】Ｐ２３５ 

第２２号の４ － 廃業届 ○ ○ 【記載例】Ｐ２３６ 

確認書類 届出人の身分等が確認できる資料 △ △ ・省略可能（必要に応じて求めることもある） 

その他 確認書類 営業所技術者等一覧表（別紙４） ○ ○ 【記載例】Ｐ１２７ 

様式番号 様式・書類名 
法
人 

個
人 備考 

建設業許可事

務ガイドライン 

別紙８ 

－ 変更届出書（決算変更届出用） ○ ○ 【記載例】Ｐ２２１ 

第２号 － 工事経歴書 ○ ○ 【記載例】Ｐ１２９、１３０ 

確認書類 工事経歴を確認する資料 △ △ ・省略可能 
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ただし、経営事項審査を電子で受審する場

合は、該当工事を添付していただくことは可

能（その際は、経営事項審査の申請時には

ファイル添付不要） 

第３号 － 直前 3年の各事業年度における工事施工金額 ○ ○ 【記載例】Ｐ１３１、１３６、１３７ 

確認書類 施工金額合計を確認する資料 - -  

第４号 － 
使用人数 △ △ 

【記載例】Ｐ１３８ 

・変更があった場合のみ提出 

第７号の３ － 

健康保険等の加入状況 △ △ 

【記載例】Ｐ１５７ 

・変更があった場合のみ提出（従業員数のみ

の変更） 

確認書類 
健康保険及び厚生年金保険の加入状況を証明する

資料 
- - 

・提出不要だが、加入有の事業者で、第７号

の３を提出する際（従業員数のみの変更）

は、空白の PDF ファイルの添付が必要 

確認書類 雇用保険の加入状況を証明する資料 - - ・同上 

第１１号 － 

建設業法施行令第 3条に規定する使用人の一覧表 ○ ○ 

【記載例】Ｐ１６５ 

・変更があった場合のみ提出 

（従たる営業所間で令３条の使用人が移動

する場合） 

第１５号 － 貸借対照表（法人） ○ × 【記載例】Ｐ１６９~１７２ 

第１６号 － 損益計算書（法人） ○ × 【記載例】Ｐ１７３~１７４ 

－ － 完成工事原価報告書 ○ × 【記載例】Ｐ１７５ 

第１７号 － 株主資本等変動計算書 ○ × 【記載例】Ｐ１７６ 

第１７号の２ － 注記表 ○ × 【記載例】Ｐ１７７~１７９ 

第１７号の３ － 

附属明細表 ○ × 

・特例有限会社を除く株式会社のうち、以下

のいずれかに該当するものが提出します 

 ①資本金の額が 1億円超であるもの 

 ②最終事業年度に係る貸借対照表の負債

の部に計上した額の合計額が 200億円以上

であるもの 

・有価証券報告書の提出会社にあっては、有

価証券報告書の写しの提出をもって附属明

細表の提出に代えることができます 

第１８号 － 貸借対照表（個人） × ○ 【記載例】Ｐ１８０~１８２ 

第１９号 － 損益計算書（個人） × ○ 【記載例】Ｐ１８３~１８４ 

 

その他 確認書類 定款 ○ × 

・変更があった場合のみ提出 

（原始定款及び議事録の写し、又は現行定

款） 

 

その他 確認書類 納税証明書 ○ ○ 

・手引きＰ４４~４５を参照 

・法人：法人事業税の納税証明書を添付必須 

・個人：個人事業税の納税証明書を添付必須 

その他 確認書類 事業報告書 ○ × ・申請者が株式会社の場合のみ提出 

その他 
確認書類 有価証券報告書 ○ × 

・有価証券報告書の提出会社で、附属明細

表の提出に代える場合 
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